
 新 旧 

第１章 総  則 

1.1 一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 安全管理 

 

 

 

 

1.4 工事施工 

 

 

 

1.5 その他 

 

 

 

 

 

1.1.10 個人情報の保護及び取り扱い 

工事で知り得た個人情報は、付則３－７「個人情報取扱特記事項」に準

じて適正に取り扱うこと。 

 

1.1.12 現場代理人及び主任技術者等 

～略～ 

５．現場代理人の常駐義務不要及び別件工事との兼務については、付

則３－13「山形市建設工事請負契約約款における現場代理人の常

駐義務緩和の取扱い」によるものとする。 

 

～略～ 

 

1.2.10 廃プラスチック類取扱の注意事項 

発注工事に伴って生じた廃プラスチック類については、付則３－８

「山形市上下水道部廃プラスチック類取扱について」により適切に施

工すること。 

 

1.4.7 工事打合簿 

監督職員との打合せは、原則として工事打合簿を用いること。 

 

 

1.5.1 週休２日確保 

工事現場の週休２日確保については、付則３－９「山形市上下水道部建

設工事週休２日確保実施要領」に基づき実施する。工事が対象となる場

合の発注方式については、特記仕様書で指定するものとする。 

 

 

1.1.10 個人情報の保護及び取り扱い 

工事で知り得た個人情報は、付則３－８「個人情報取扱特記事項」に準

じて適正に取り扱うこと。 

 

1.1.12 現場代理人及び主任技術者等 

～略～ 

５．現場代理人は、監督職員との間で連絡体制が確保されると認めら

れた場合で、かつ、承認した場合等の条件を満たした場合に限り、

工事現場への常駐を不要とすることができる。また合計で２件ま

で現場代理人の兼務を認める。 

～略～ 

 

1.2.10 廃プラスチック類取扱の注意事項 

発注工事に伴って生じた廃プラスチック類については、付則３－９

「山形市上下水道部廃プラスチック類取扱について」により適切に施

工すること。 

 

1.4.7 工事打合簿 

監督職員との打合せは、原則として工事打合簿を用いること。このと

き、社判・代表者印は省略できる。 

 

―追加― 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 余裕期間制度 

余裕期間制度については、付則３－10「山形市上下水道部建設工事余

裕期間制度実施要領」に基づき実施する。工事が対象となる場合は、

特記仕様書で指定するものとする。 

 

1.5.3 ワンデーレスポンス 

１．「ワンデーレスポンス」は、受注者からの質問、協議への回答は、

基本的に即日に回答するよう対応するものである。ただし、即日

回答が困難な場合は、受注者と協議のうえ、回答期限を設けるな

ど、何らかの回答を即日にするものである。 

２．実施にあたっては、付則３－11「山形市上下水道部建設工事等に

おけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき取り組むものとす

る。 

３．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事

（業務）の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督

職員と協議をおこなうこと。 

４．受注者は工事施工（業務履行）中において、問題が発生した場合

又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速や

かに文書にて監督職員へ報告すること。 

 

1.5.4 ウィークリースタンス 

受発注者は、付則３－12「山形市上下水道部建設工事等におけるウィ

ークリースタンスの推進に係る⾏動⽅針」に基づき、ウィークリース

タンスの推進に努めること。 

 

1.5.5 情報共有システム（ASP） 

受注者が希望する場合は、山形県県土整備部「山形県情報共有システム

運用ガイドライン」に基づき情報共有システム（ASP）を利用することが

できる。 

―追加― 

 

 

 

 

―追加― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―追加― 

 

 

 

 

―追加― 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 土木工事 

3.1施工一般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6 遠隔臨場 

受注者は、監督職員と協議し、遠隔臨場が必要と認められた場合は、国

土交通省 大臣官房技術調査課「建設現場における遠隔臨場に関する実施

要領（案）」に基づき、遠隔臨場を実施することができる。なお、通信

環境が整わない現場や工種によって不十分、非効率となってしまう恐れ

を十分考慮すること。 

 

 

3.1.1 一般土木 

管布設位置は設計図書（標準断面図）によるが、必要に応じて地下埋設

物、既設水道管等の試掘を行い、監督職員と協議のうえ、布設位置を決

定すること。 

１．掘削にあたっては、あらかじめ保安施設、土留め、排水、覆工、発

生土処理方法、その他必要な諸般の準備を整えたうえ着工するこ

と。 

～略～ 

 

3.2.4 発生土処理工 

１．発生土は関係法規を遵守し、適切に処分すること。 

 

―削除― 

 

２．ダンプトラックへの積み込み作業はバックホウで行い、過積載と

ならないよう十分注意すること。 

３．運搬にあたっては、ダンプトラック荷台から土砂等の飛散のない

よう目視で確認し、必要に応じて荷台にシートをかぶせる等、対

策を講じること。 

―削除― 

 

―追加― 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 一般土木 

管布設位置は設計図書（標準断面図）によるが、必要に応じて地下埋設

物、既設水道管等の試掘を行い、監督職員と協議のうえ、布設位置を

決定すること。 

１．掘削にあたっては、あらかじめ保安施設、土留め、排水、覆工、残

土処理方法、その他必要な諸般の準備を整えたうえ着工すること。 

 

～略～ 

 

3.2.4 残土処理工 

１．残土は、特に運搬箇所を指定するもの以外は、関係法規を遵守し、

すべて受注者の責任において適切に処分すること。 

２．運搬箇所が指定されていない場合は、残土の処分先を施工計画書に

記入し監督職員に報告すること。 

―追加― 

 

３．運搬にあたっては、荷台にシートをかぶせる等、残土等の運搬物

をまき散らかさないように注意すること。 

 

４．処分地は、災害を防止するための必要な措置を講じること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 配水管布

設工事 

4.1 一般事項 

 

 

 

 

4.2 配水管布設 

 

 

 

 

 

 

４．発生土の最終搬出先や搬出量等を確認できるよう、発生土搬出先

より交付された土砂受領書 （任意様式）を監督職員に工事打合

簿で提出すること。 

５．発生土処分地が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域

の場合は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき許可申請を

行い、監督職員へも工事打合簿で報告すること。 

６．田畑の形状を変えるような処分地については、農業委員会等への届

け等が必要となるので注意すること。 

 

3.2.5 建設廃棄物の処理 

舗装版掘削時のアスファルト殻、仮設管撤去時のポリエチレン管等に

ついては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等によ

り、適切に処理すること。 

―削除― 

 

 

 

4.1.1 配水管技能者等 

１．受注者は、工事着手に先立ち配水管技能者等を選任し、監督職員に

通知すること。 

～略～ 

 

4.2.2 管種毎の接合・切断施工 

１．ＤＩＰの施工については、付則１－１「ダクタイル鋳鉄管施工要領」

によるものとする。 

～略～ 

 

 

 

―追加― 

 

 

―追加― 

 

 

５．田畑の形状を変えるような処分地については、農業委員会等への届

け等が必要となるので注意すること。 

 

3.2.5 建設廃棄物の処理 

１．舗装版掘削時のアスファルト殻、仮設管撤去時のポリエチレン管等

については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等

により、適切に処理すること。 

２．処理結果を建設廃棄物処理結果報告書として提出すること。 

 

 

 

4.1.1 配水管技能者等 

１．受注者は、工事着手に先立ち配水管技能者等を選任し、当部の承

認を得なければならない。 

～略～ 

 

4.2.2 管種毎の接合・切断施工 

１．ＤＩＰ（ＧＸ形・ＮＳ形・Ｋ形）の施工については、付則１－１「ダ

クタイル鋳鉄管施工要領」によるものとする。 

～略～ 

 

 

 



付則１ 施工上の

要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則１－１ ダクタイル鋳鉄管布設要領 

～略～ 

９．適用月日 

この要領は、令和 7 年 4 月 1 日より適用する。 

 

付則１－１ ダクタイル鋳鉄管布設要領 

～略～ 

９．適用月日 

この要領は、平成 31 年 4 月 1 日より適用する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則１－２ 水道配水用ポリエチレン管施工要領 

12.適用月日 

この要領は、令和 7 年 4 月 1 日より適用する。 

 

付則１－２ 水道配水用ポリエチレン管施工要領 

12.適用月日 

この要領は、平成 31 年 4 月 1 日より適用する。 

 



付則２ 提出時の

要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則２－１ 提出書類作成要領 

４．提出書類 

～略～ 

５）施工体制台帳・施工体系図 

下請業者（一次、二次、三次下請等）がある場合に、施工体制台

帳及び再下請負通知書に必要事項を記載し、請負契約書の写しを

添付して提出する。様式は国土交通省「施工体制台帳に係る書類

の提出について」を参照すること。 

 

６）配水管技能者等選任通知書 

～略～ 

 

７）施工計画書 
着手日までに提出すること。 
記載内容については、付則２－２「施工計画作成要領」に基づき

作成すること。 

 

８）工事打合簿 

必要が生じた場合、速やかに提出すること。 

工事打合簿による提出書類を参照のうえ、必要なものを提出する

こと。 

 

９）配水管水圧試験報告書 

10）段階確認書 

―削除― 

 

 

～略～ 

―削除― 

付則２－１ 提出書類作成要領 

４．提出書類 

～略～ 

５）施工体制台帳・施工体系図 

下請業者（一次、二次、三次下請等）がある場合に、施工体制台

帳及び再下請負通知書に必要事項を記載し、請負契約書の写し

を添付して提出する。 

 

 

６）配水管技能者等承認申請書 

～略～ 

 

―追加― 

 

 

 

 

７）工事打合簿 

必要の都度提出すること。 

工事打合簿による提出一覧を参照のうえ、必要なものを提出す

ること。 

 

８）配水管水圧試験報告書 

９）段階確認書 

10）工事一時中止通知書 

天災・人災等により受注者の責任のほかで工事を施工できない

場合に提出すること。 

～略～ 

14）建設廃棄物処理結果報告書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～略～ 

 

５．適用月日 
この要領は、令和７年 4 月 1 日より適用する。 

 

提出書類一覧 

番号 名  称 
記載箇所 要押印※１ 部数 

約 款 仕様書   

１ 工程表 第３条  － ２ 

２ 現場代理人等指定（変更）通知書 

第 11 条 1.1.12 

－ 

２ 
３ 

現場代理人の常駐義務緩和 

（常駐不要・兼務）承認申請書 
－ 

４ 下請（計画・変更・結果）報告書 第８条 1.1.6 － ２ 

５ 施工体制台帳・施工体系図  1.1.7  ２ 

６ 配水管技能者等選任通知書  4.1.1 － ２ 

７ 施工計画書  1.4.1  ２ 

８ 工事打合簿  1.4.7 現・主 ２ 

９ 配水管水圧試験報告書  4.2.7 現・主 １ 

10 段階確認書  5.2.1 現・主 ２ 

      

11 工期延長承認申請書 第 22 条  － ２ 

12 長期休業届  1.1.17 － １ 

13 工事出来形検査請求書 第 39 条  － １ 

      

14 完成通知書 第 33 条  － ２※２ 

15 完成写真  1.4.8 － １※２ 

16 工事写真  1.4.8 現 １ 

建設廃棄物を処理後、すみやかに提出すること。 

～略～ 

 

５．適用月日 
この要領は、平成 31 年 4 月 1 日より適用する。 

 

提出書類一覧 

番号 名  称 
記載箇所 部数 

約 款 仕様書  

１ 工程表 第３条  ２ 

２ 現場代理人等指定（変更）通知書 

第 11条 1.1.12 ２ 
３ 

現場代理人の常駐義務緩和 

（常駐不要・兼務）承認申請書 

４ 下請（計画・変更・結果）報告書 第８条 1.1.6 ２ 

     

５ 配水管技能者等承認申請書  4.1.1 ２ 

     

６ 工事打合簿  1.4.7 ２ 

７ 配水管水圧試験報告書  4.2.7 １ 

８ 段階確認書  1.1.3 ２ 

９ 工事一時中止通知書 第 45条  ２ 

１０ 工期延長承認申請書 第 22条  ２ 

１１ 長期休業届  1.1.17 １ 

１２ 工事出来形検査請求書 第 39条  １ 

１３ 建設廃棄物処理結果報告書  1.2.8 ２ 

１４ 完成通知書 第 33条  ２※ 

１５ 完成写真  1.4.8 １※ 

１６ 工事写真  1.4.8 １ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 出来形管理図表  付則 2-4 現 １ 

18 品質管理図表  付則 2-4 現 １ 

19 工事完成図（ＣＤ－Ｒを含む）  付則 2-5 － １ 

20 目的物引渡書 第 33 条  － ２ 

21 工事日報  1.4.6 － １ 

※１ 押印の種類は次のとおり。現：現場代理人印、主：主任技術者印 

※２ 負担工事等により部数が増える場合があるので、監督職員の指示に

よること。 

 

工事打合簿による提出書類 

番
号 

名  称 
記載箇所 

約 款 仕様書 

    

１ 工事カルテ（ＣＯＲＩＮＳ） 登録内容確認書  1.1.8 

    

２ 材料の使用承諾願  2.1.1 

３ 段階確認の結果報告  5.2.1 

４ 休日・夜間作業願  1.1.16 

    

    

５ 土砂受領書  3.2.4 

６ 施工数量・工期等の変更を伴う内容の協議 等   

７ 
その他工事の照査、フォローアップ、創意工夫な
ど 

  

※ 地下埋設物証明書や道路使用許可証等を施工計画書に添付しない場

合は個別に提出すること。 
 

１７ 出来形管理図表  付則2-4 １ 

１８ 品質管理図表  付則2-4 １ 

１９ 工事完成図  付則2-5 １ 

２０ 目的物引渡書 第 33条  ２ 

２１ 工事日報  1.4.6 １ 

 

※ 負担工事等により部数が増える場合があるので、監督職員の指示によ

ること。 

 

工事打合簿による提出書類 

番
号 

名  称 

１ 施工計画書 仕様書付則２−２施工計画作成要領による記載項⽬ 

２ 工事カルテ（ＣＯＲＩＮＳ） 登録内容確認書 

３ 施工体制台帳・施工体系図 

４ 材料の使用承諾願 

５ 段階確認の結果報告 

６ 休日作業願 

７ 地域貢献活動実施状況 

８ 既設管老朽度診断のための写真 

  

９ その他  工事施工中の設計変更を伴う内容の協議 等 

 

 
 

※ 地下埋設物証明書や道路使用許可証等を施工計画書に添付しない場

合は個別に提出すること。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―削除― 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―削除― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則２－３ 工事記録写真撮影要領 

４．写真の分類及び撮影箇所 

～略～ 

２）工事写真 

工事設計図書に基づいて工事が適切に実施されているか等を確認す

るための写真。 

管布設工事の測点は、設計図書に明記された箇所（路線別に 100ｍ

毎、最低２箇所に設置）とし、既設管連絡時に全管路が撮影できる路

線は、監督職員の指示により省略できるものとする。また、路面復

旧工事の測点は、山形県県土整備部「共通仕様書-土木工事施工管理

基準及び規格値-」を参照し設置するものとする。その他として監督

職員が指示する箇所を撮影すること。 

 

－図を削除－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．撮影用黒板 

各工種の写真を撮影する場合は、撮影箇所等が明確になるよう撮影用黒

板を用い、周囲の地形、地物、測点を背景に入れて、他の場所の写真と

区別できるようにすること。 

なお、黒板の寸法・配置は任意とするが、下記の記載例を参考に工事に

必要な内容を網羅し、かつ明瞭に示すものであること。 

付則２－３ 工事記録写真撮影要領 

４．写真の分類及び撮影箇所 

～略～ 

２）工事写真 

工事設計図書に基づいて工事が適切に実施されているか等を確認す

るための写真。 

管布設工事の測点は、設計図書に明記された箇所（路線別に 50ｍ～

100ｍ程度毎、最低２箇所に設置）とし、既設管連絡時に全管路が撮

影できる路線は、監督職員の指示により省略できるものとする。ま

た、路面復旧工事の測点は、山形県県土整備部「共通仕様書-土木工

事施工管理基準及び規格値-」を参照し設置するものとする。その他

として監督職員が指示する箇所を撮影すること。 

 

 

５．撮影用黒板 

各工種の写真を撮影する場合は、撮影箇所等が明確になるよう撮影用

黒板を用い、周囲の地形、地物、測点を背景に入れて、他の場所の写

真と区別できるようにすること。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～略～ 

８．写真の整理 

～略～ 

３）工事写真 

 

～略～ 

 

～略～ 

８．写真の整理 

～略～ 

３）工事写真 

 

～略～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．電子納品 

  工事写真を電子納品で提出する場合は、「山形県電子納品運用マニュア

ル」に基づき納品すること。 

 

12．適用月日 

  この要領は、令和7年 4月 1日より適用する。 

 

写真撮影箇所一覧 

～略～ 

①−１ 管布設 ＤＩＰ布設（単独・同調（他事業が掘削した箇所に埋設）） 
番号 種   別 単独 同調 撮 影 の 要 点 

〜略〜 

１２ 管位置確認 ○ ○ 

管の埋設深さ・官⺠境からの離れを確認でき
るもの 
 
 

〜略〜 

 

～略～ 

 

②－７ 付帯工 

番号 種 別 細   別 撮影の要点 
〜略〜 

５ 排水設備 
設置 

吐水口穿孔状況 側溝に吐水口を削孔している状況 

配管状況 
撮影用⿊板に排水口までの配管を記入し、状況
を確認できるもの 

吐水口補修状況 側溝に排水口を取り付け、補修完了の状況 

吐水口確認 
グレーチングを設置またはピンによる吐水口
位置を明示している状況 

〜略〜 

 

―追加― 

 

 

 

11．適用月日 

この要領は、平成31年 4月 1日より適用する。 

 

写真撮影箇所一覧 

～略～ 

①−１ 管布設 ＤＩＰ布設（単独・同調（他事業が掘削した箇所に埋設）） 
番号 種   別 単独 同調 撮 影 の 要 点 

〜略〜 

１２ 管 位 置 確 認 ○ ○ 

管の埋設深さ・官⺠境からの離れ
を確認できるもの 
既設連絡の場合は、接続箇所のオ
フセット確認（３点）状況 

〜略〜 

 

～略～ 

 

②－７ 付帯工 

番号 種 別 細   別 撮影の要点 
〜略〜 

５ 排水設備 
設置 

  

配管状況 
撮影用⿊板に排水口までの配管を記入し、状況
を確認できるもの 

吐水口補修状況 側溝に排水口を取り付け、補修完了の状況写真 

吐水口確認 
グレーチングを設置またはピンによる吐水口
位置を明示している状況 

〜略〜 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 給水管切替工 
番号 種   別 撮影箇所の要点 

〜略〜 

２ 分水状況 

分水穿孔している状況、給水装置工事配管技能者であることを確認

できること 

切りくず排出の状況 

防錆コアを挿入する状況 

防錆コア挿入後の状況 

〜略〜 

 

～略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 給水管切替工 
番号 種   別 撮影箇所の要点 

〜略〜 

２ 分水状況 

分水穿孔している状況、給水装置工事配管技能者であること

を確認できること 

 

防錆コアを挿入する状況、切りくず排出の状況 

 

〜略〜 

 

～略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則２－５ 工事完成図等作成要領 

 

 

 

 

付則２－５ 工事完成図等作成要領 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD による提出方法についての記載を１ページに集約 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―文面に集約のため削除― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事完成図等作成要領の沿革 
〜略〜 
平成３１年 ４月  配水管工事標準仕様書 ２０１９年改訂版 付則２−５ 一部改訂 

令和 ７年 ４月  配水管工事標準仕様書 ２０２５年改訂版 付則２−５ 一部改訂 

 

 

 

 

 

工事完成図等作成要領の沿革 
〜略〜 
平成３１年 ４月  配水管工事標準仕様書 ２０１９年改訂版 付則２−５ 一部改訂 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則２－６ 給水装置工事台帳図作成マニュアル 給水管切替図 

 

付則２－６ 給水装置工事台帳図作成マニュアル 給水管切替図 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付則３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―削除― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

付則３－７ 個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、個人情報

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）に規定

する特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、個

人の権利利益を侵害することのないよう、関係法令に従い、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。 

～略～ 

 

付則３－８ 廃プラスチック類の取扱について 

～略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則３－８ 個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、個人情報

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条

第８項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性

を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、関係法令に従

い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

～略～ 

 

付則３－９ 廃プラスチック類の取扱について 

～略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付則３－９ 山形市上下水道部建設工事週休２日確保工事実施要領 

 

 

―追加― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付則３－10 山形市上下水道部建設工事余裕期間制度実施要領 

 

 

―追加― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付則３－11 山形市上下水道部建設工事等におけるウィークリースタンスの

推進に係る行動方針 

 

 

―追加― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付則３－12 山形市上下水道部建設工事等におけるワンデーレスポンス実施

要領 

 

 

―追加― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付則３－13 山形市建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐 

義務緩和の取扱い 

 

―追加― 



 

 


